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佐倉市条例第   号 

   佐倉市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 佐倉市手数料条例（平成１２年佐倉市条例第８号）の一部を次のよう

に改正する。 

  別表第１の９５の項及び９９の項中「第１８条第１４項」を「第１８条第

１６項」に改め、同表１０１の項の次に次のように加える。 

１

０

１

の

２ 

建築基準法施

行令第１３７

条の１６第２

号の規定によ

る建築物に対

する制限の適

用除外に関す

る移転に係る

認定の申請に

対する審査 

建築物に対す

る制限の適用

除外に関する

移転に係る認

定申請手数料 

 １件につき

２６，００

０円 

別表第１中１３５の項を１３８の項とし、１３４の項の次に次のように加

える。 

１

３

５ 

マンションの

建替え等の円

滑化に関する

法律（平成１

４年法律第７

８号 )第１０

５条第１項の

規定によるマ

ンションの建

替えによる容

積率の特例に

係る許可の申

請に対する審

査 

マンションの

建替えによる

容積率の特例

許可申請手数

料 

 １件につき

１３３，０

００円 



１

３

６ 

建築物の耐震

改修の促進に

関 す る 法 律

（平成７年法

律 第 １ ２ ３

号）第１７条

第４項の規定

による建築主

事の同意を得

るための審査 

建築物の耐震

改修の計画に

係る認定通知

申請手数料 

 ４７の項に

掲げる区分

に応じ、当

該手数料の

額の欄に定

める額 

１

３

７ 

高齢者、障害

者等の移動等

の円滑化の促

進に関する法

律（平成１８

年法律第９１

号）第１７条

第４項の規定

による特定建

築物の建築等

の計画に係る

適合通知の申

出に係る同条

第５項の規定

による通知に

対する審査 

特定建築物の

建築等の計画

に係る適合通

知申請手数料 

 ４７の項に

掲げる区分

に応じ、当

該手数料の

額の欄に定

める額 

第２条 佐倉市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  別表第１の１２８の項を次のように改める。 

１

２

８ 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

（平成２０年

法律第８７

号）第５条第

１項、第２項

長期優良住宅

建築等計画認

定申請手数料 

申 請

に 係

る 長

期 優

良 住

宅 建

築 等

新築 一戸建ての住宅 １件につ

き６,００

０円 

共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸以下のも

の 

１件につ

き、１２,

０００円

を認定申



又は第３項の

規定による長

期優良住宅建

築等計画の認

定の申請に対

する審査 

計 画

が 、

住 宅

の 品

質 確

保 の

促 進

等 に

関 す

る 法

律

（ 平

成 １

１ 年

法 律

第 ８

１

号 ）

第 ５

条 第

１ 項

に 規

定 す

る 登

録 住

宅 性

能 評

価 機

関

（ 以

下 こ

の 項

に お

い て

「 登

録 住

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸を超え、

１０戸以下のもの 

１件につ

き、２２,

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１０戸を超

え、２５戸以下の

もの 

１件につ

き、３１,

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満



宅 性

能 評

価 機

関 」

と い

う。）

に よ

り 長

期 優

良 住

宅 の

普 及

の 促

進 に

関 す

る 法

律 第

６ 条

第 １

項 各

号 に

掲 げ

る 基

準 に

適 合

し て

い る

と 認

め ら

れ た

も の

で あ

る 場

合 

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２５戸を超

え、５０戸以下の

もの 

１件につ

き、５９,

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５０戸を超

え、１００戸以下

のもの 

１件につ

き、１０万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

１件につ

き、１６万



数が１００戸を超

え、２００戸以下

のもの 

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２００戸を超

え、３００戸以下

のもの 

１件につ

き、２０万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

   共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が３００戸を超

えるもの 

１件につ

き、２２万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数



があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  増 築

又 は

改築 

一戸建ての住宅 １件につ

き９，００

０円 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸以下のも

の 

１件につ

き、１７，

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸を超え、

１０戸以下のもの 

１件につ

き、３０，

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て



た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１０戸を超

え、２５戸以下の

もの 

１件につ

き、４４，

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２５戸を超

え、５０戸以下の

もの 

１件につ

き、８１，

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５０戸を超

え、１００戸以下

のもの 

１件につ

き、１４

０，０００

円を認定

申請対象



住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１００戸を超

え、２００戸以下

のもの 

１件につ

き、２３

１，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２００戸を超

え、３００戸以下

のもの 

１件につ

き、２８

４，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数



があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が３００戸を超

えるもの 

１件につ

き、３０

３，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  申請

に係

る長

期優

良住

宅建

築等

計画

が、

登録

住宅

性能

評価

機関

によ

り長

期優

申 請

に 係

る 住

宅 に

つ い

て 、

住 宅

の 品

質 確

保 の

促 進

等 に

関 す

る 法

律 第

６ 条

第 １

一戸建ての住宅 １件につ

き１６,０

００円 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸以下のも

の 

１件につ

き、５６,

０００円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て



良住

宅の

普及

の促

進に

関す

る法

律第

６条

第１

項各

号に

掲げ

る基

準に

適合

して

いる

と認

めら

れた

もの

以外

のも

ので

ある

場合 

項 に

規 定

す る

設 計

住 宅

性 能

評 価

書

（ 当

該 住

宅 の

構 造

及 び

設 備

の う

ち 同

法 第

５ 条

第 １

項 に

規 定

す る

住 宅

性 能

評 価

が 行

わ れ

た 部

分 が

長 期

優 良

住 宅

の 普

及 の

促 進

に 関

た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸を超え、

１０戸以下のもの 

１件につ

き、９万円

を認定申

請対象住

戸の数で

除して得

た額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これを

切り捨て

た額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１０戸を超

え、２５戸以下の

もの 

１件につ

き、１６

９,０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２５戸を超

え、５０戸以下の

もの 

１件につ

き、２９万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して



す る

法 律

第 ２

条 第

４ 項

に 規

定 す

る 長

期 使

用 構

造 等

で あ

る も

の に

限

り 、

建 築

基 準

法 施

行 令

第 ８

２ 条

の ５

に 規

定 す

る 限

界 耐

力 計

算 に

よ っ

て 住

宅 の

品 質

確 保

の 促

進 等

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

  共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５０戸を超

え、１００戸以下

のもの 

１件につ

き、４４

５,０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

   共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１００戸を超

え、２００戸以下

のもの 

１件につ

き、８１万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨



に 関

す る

法 律

第 ５

条 第

１ 項

に 規

定 す

る 住

宅 性

能 評

価 が

行 わ

れ た

も の

を 除

く。）

の 写

し が

提 出

さ れ

た 場

合 

てた額） 

   共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２００戸を超

え、３００戸以下

のもの 

１件につ

き、１,１

０５,００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

   共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が３００戸を超

えるもの 

１件につ

き、１,３

３６,００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

   そ

の

他

新

築 

一戸建ての住宅 １件につ

き４６,０

００円 



の

場

合 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸以下のも

の 

１件につ

き、１１万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸を超え、

１０戸以下のもの 

１件につ

き、１７万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１０戸を超

え、２５戸以下の

もの 

１件につ

き、３４万

円を認定

申請対象

住戸の数



で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２５戸を超

え、５０戸以下の

もの 

１件につ

き、６２万

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５０戸を超

え、１００戸以下

のもの 

１件につ

き、１００

万円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切



り捨てた

額） 

     共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１００戸を超

え、２００戸以下

のもの 

１件につ

き、１９０

万円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

    共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２００戸を超

え、３００戸以下

のもの 

１件につ

き、２８０

万円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

   共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が３００戸を超

えるもの 

１件につ

き、３４０

万円を認

定申請対



象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

 増

築

又

は

改

築 

一戸建ての住宅 １件につ

き６４，０

００円 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸以下のも

の 

１件につ

き、１５

１，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５戸を超え、

１０戸以下のもの 

１件につ

き、２４

１，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して



得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１０戸を超

え、２５戸以下の

もの 

１件につ

き、４７

６，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ

を切り捨

てた額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が２５戸を超

え、５０戸以下の

もの 

１件につ

き、８５

３，０００

円を認定

申請対象

住戸の数

で除して

得た額（そ

の額に１

００円未

満の端数

があると

きは、これ



を切り捨

てた額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が５０戸を超

え、１００戸以下

のもの 

１件につ

き、１，４

６７，００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が１００戸を超

え、２００戸以下

のもの 

１件につ

き、２，７

１４，００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

１件につ

き、３，８



数が２００戸を超

え、３００戸以下

のもの 

７９，００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

 共同住宅等で、建

築物全体の住戸の

数が３００戸を超

えるもの 

１件につ

き、４，７

５２，００

０円を認

定申請対

象住戸の

数で除し

て得た額

（その額

に１００

円未満の

端数があ

るときは、

これを切

り捨てた

額） 

 備考 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第６条

第２項の規定による申出があった場合の長期優良住

宅建築等計画認定申請手数料の額は、住戸の数に応

じ当該手数料の額の欄に定める額に、４７の項に掲

げる区分に応じ、当該手数料の額の欄に定める額を

加算した額とする。 



  別表第１中１３９の項を１４２の項とし、１３８の項を１４１の項とし、

１３７の項の次に次のように加える。 

１

３

８ 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律（平成２

７年法律第

５３号）第２

９条第１項

の規定によ

る建築物エ

ネルギー消

費性能向上

計画の認定

の申請に対

する審査 

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画認定申請

手数料 

非

住

宅

部

分

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

１

１

条

第

建 築

物 エ

ネ ル

ギ ー

消 費

性 能

基 準

等 を

定 め

る 省

令（平

成 ２

８ 年

経 済

産 業

省

令・国

土 交

通 省

令 第

１号）

第 ８

条 第

１ 号

イ

( １ )

及 び

ロ

（１）

に よ

る も

の 

エネル

ギーの

使用の

合理化

等に関

する法

律第７

６条第

１項に

規定す

る登録

建築物

調査機

関（以

下「登

録建築

物調査

機関」

と い

う。）に

より、

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第３

０条第

１項各

号に掲

げる基

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き９ , ０

００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き２５ ,

０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き７６ ,

０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き １ ２

０ , ００

０円 



１

項

の

非

住

宅

部

分

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

） 

準に適

合して

いると

認めら

れたも

のその

他これ

に類す

るもの

として

規則で

定める

も の

（以下

この項

におい

て「登

録建築

物調査

機関に

より認

められ

た も

の」と

いう。）

である

場合 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き １ ５

２ , ００

０円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き １ ８

９ , ００

０円 

登録建

築物調

査機関

により

認めら

れたも

の以外

のもの

である

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き ２ １

５ , ００

０円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

１件につ

き ３ ４

７ , ００

０円 



場合 以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き ４ ９

６ , ００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き ６ １

１ , ００

０円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き ７ ２

２ , ００

０円 

延 べ

面 積

１件につ

き ８ ２



２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

３ , ００

０円 

建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 基

準 等

を 定

め る

省 令

第 ８

条 第

１ 号

イ

( ２ )

及 び

ロ

（２）

に よ

る も

の 

登録建

築物調

査機関

により

認めら

れたも

のであ

る場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き９ , ０

００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き２５ ,

０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き７６ ,

０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

１件につ

き １ ２

０ , ００

０円 



満 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き １ ５

２ , ００

０円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き １ ８

９ , ００

０円 

登録建

築物調

査機関

により

認めら

れたも

の以外

のもの

である

場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き８２ ,

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き １ ３

８ , ００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

１件につ

き ２ ２

３ , ００

０円 



㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き ２ ９

１ , ００

０円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き ３ ５

０ , ００

０円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き ４ １

０ , ００

０円 

建築物のエネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第８

条第１号ただ

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き９ , ０

００円 



し書によるも

の 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き２５ ,

０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き７６ ,

０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き １ ２

０ , ００

０円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

１件につ

き １ ５

２ , ００

０円 



０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き １ ８

９ , ００

０円 

住

宅

部

分

（

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

の

向

上

に

関

す

る

法

律

第

一

戸

建

て

の

住

宅 

建

築

物

の

エ

ネ

ル

ギ

ー

消

費

性

能

基

準

等

を

定

め

る

省

令

第

８

条

第

２

号

登 録 建

築 物 調

査 機 関

又 は 住

宅 の 品

質 確 保

の 促 進

等 に 関

す る 法

律 第 ５

条 第 １

項 に 規

定 す る

登 録 住

宅 性 能

評 価 機

関（以下

「 登 録

住 宅 性

能 評 価

機関」と

いう。）

に よ り

建 築 物

の エ ネ

ル ギ ー

消 費 性

能 の 向

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き４ , ０

００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き４ , ０

００円 



１

１

条

第

１

項

の

住

宅

部

分

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

） 

イ

及

び

ロ

に

よ

る

も

の 

上 に 関

す る 法

律 第 ３

０ 条 第

１ 項 各

号 に 掲

げ る 基

準 に 適

合 し て

い る と

認 め ら

れ た も

の そ の

他 こ れ

に 類 す

る も の

と し て

規 則 で

定 め る

もの（以

下 こ の

項 に お

いて「登

録 建 築

物 調 査

機 関 又

は 登 録

住 宅 性

能 評 価

機 関 に

認 め ら

れ た も

の」とい

う。）で

あ る 場

合 



登 録 建

築 物 調

査 機 関

又 は 登

録 住 宅

性 能 評

価 機 関

に 認 め

ら れ た

も の 以

外 の も

の で あ

る場合 

延 べ

面 積

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き３２ ,

０００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き３６ ,

０００円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第８条

第２号ただ

し書による

もの 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き４ , ０

００円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１件につ

き４ , ０

００円 

共

同

住

宅

等

に

お

け

る

一

の

住

戸 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第８

条第

登録

建築

物調

査機

関又

は登

録住

宅性

能評

価機

関に

認め

られ

４ 戸

以下 

１件につ

き９ , ０

００円 

５ 戸

以上 

１ ５

戸 以

下 

１件につ

き１９ ,

０００円 

１ ６

戸 以

上 

４ ５

戸 以

１件につ

き４２ ,

０００円 



 ２号

イ及

びロ

によ

るも

の 

たも

ので

ある

場合 

下 

４ ６

戸 以

上 

１件につ

き７６ ,

０００円 

登録

建築

物調

査機

関又

は登

録住

宅性

能評

価機

関に

認め

られ

たも

の以

外の

もの

であ

る場

合 

４ 戸

以下 

１件につ

き６５ ,

０００円 

５ 戸

以上 

１ ５

戸 以

下 

１件につ

き １ ０

９ , ００

０円 

１ ６

戸 以

上 

４ ５

戸 以

下 

１件につ

き １ ８

５ , ００

０円 

４ ６

戸 以

上 

１件につ

き ２ ６

５ , ００

０円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第８条

第２号ただ

し書による

もの 

４ 戸

以下 

１件につ

き９ , ０

００円 

５ 戸

以 上

１ ５

戸 以

下 

１件につ

き１９ ,

０００円 

１ ６

戸 以

上 

４ ５

１件につ

き４２ ,

０００円 



戸 以

下 

４ ６

戸 以

上 

１件につ

き７６ ,

０００円 

共

同

住

宅

等 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第８

条第

２号

イ及

びロ

によ

るも

の 

登録

建築

物調

査機

関又

は登

録住

宅性

能評

価機

関に

認め

られ

たも

ので

ある

場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き９ , ０

００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き１９ ,

０００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き４２ ,

０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につ

き７６ ,

０００円 

登録

建築

延 べ

面積 

１件につ

き６５ ,



物調

査機

関又

は登

録住

宅性

能評

価機

関に

認め

られ

たも

の以

外の

もの

であ

る場

合 

３ ０

０ ㎡

未満 

０００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１件につ

き １ ０

９ , ００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き １ ８

５ , ００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につ

き ２ ６

５ , ００

０円 

建築物のエ

ネルギー消

費性能基準

等を定める

省令第８条

第２号ただ

し書による

もの 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き９ , ０

００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

１件につ

き１９ ,

０００円 



以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１件につ

き４２ ,

０００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１件につ

き７６ ,

０００円 

複合建築物（非住宅

と住宅部分から成

る建築物をいう。以

下同じ。） 

１件につき非住

宅部分認定相当

額に住宅部分認

定相当額を加算

した額 

備考 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３０条第２項の規定による申出があった場

合の建築物消費性能向上計画認定申請手数料の額

は、建築物消費性能向上計画認定申請手数料の節

に掲げる区分に応じ当該手数料の額の欄に定める

額に、４７の項に掲げる区分に応じ、当該手数料

の額の欄に定める額を加算した額とする。 

１

３

９ 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

建築物消

費性能向

上計画変

更認定申

 １件につ

き建築物

のエネル

ギー消費



法律第３１

条の規定に

よる建築物

エネルギー

消費性能向

上計画の変

更の認定の

申請に対す

る審査 

請手数料 性能向上

計画認定

申請手数

料に２分

の１を乗

じて得た

額（その

額に１０

０円未満

の端数が

あるとき

は、これ

を切り捨

てた額） 

備考 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する

法律第３１条第２項において準用する同法第３０

条第２項の規定による申出があった場合の建築物

消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、建

築物消費性能向上計画変更認定申請手数料の額

に、４７の項に掲げる区分に応じ、当該手数料の

額の欄に定める額を加算した額とする。 

１

４

０ 

 

 

建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律第３６

条の規定に

よる建築物

のエネルギ

ー消費性能

に係る認定

の申請に対

する審査 

建築物の

エネルギ

ー消費性

能認定申

請手数料 

非住

宅部

分 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

１号

イに

登録建

築物調

査機関

により

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第２

条第３

号に規

定する

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ２

５,００

０円 

延 べ １ 件 に



よる

もの 

建築物

エネル

ギー消

費性能

基準に

適合し

ている

と認め

られた

ものそ

の他こ

れに類

するも

のとし

て規則

で定め

るもの

（以下

この項

におい

て「登

録建築

物調査

機関に

認めら

れたも

の」と

いう。）

である

場合 

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

つ き ７

６,００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

２０ ,０

００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き １

５２ ,０

００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き １

８９ ,０

００円 

登録建

築物調

延 べ

面積 

１ 件 に

つ き ２



査機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

る場合 

３ ０

０ ㎡

未満 

１５ ,０

００円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ３

４７ ,０

００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ４

９６ ,０

００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ６

１１ ,０

００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

１ 件 に

つ き ７

２２ ,０

００円 



以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き ８

２３ ,０

００円 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

１号

ロに

よる

もの 

登録建

築物調

査機関

に認め

られた

もので

ある場

合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ２

５,００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ７

６,００

０円 

延 べ

面 積

１ 件 に

つ き １



５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

２０ ,０

００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き １

５２ ,０

００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き １

８９ ,０

００円 

登録建

築物調

査機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

る場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ８

２,００

０円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

１ 件 に

つ き １

３８ ,０

００円 



㎡ 未

満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ２

２３ ,０

００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ２

９１ ,０

００円 

延 べ

面 積

１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ３

５０ ,０

００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

１ 件 に

つ き ４

１０ ,０

００円 



以上 

建築物のエネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

条第１号ただ

し書によるも

の 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き ２

５,００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ７

６,００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 １

０,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

２０ ,０

００円 

延 べ

面 積

１ 件 に

つ き １



１０,

０ ０

０ ㎡

以 上

２５,

０ ０

０ ㎡

未満 

５２ ,０

００円 

延 べ

面 積

２５,

０ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き １

８９ ,０

００円 

住

宅

部

分 

一

戸

建

て

の

住

宅 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

２号

イ

（１

）及

びロ

（１

）に

よる

もの 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

により

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第２

条第３

号に規

定する

建築物

エネル

ギー消

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき４,

０ ０ ０

円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つき４,

０ ０ ０

円 



費性能

基準に

適合し

ている

と認め

られた

ものそ

の他こ

れらに

類する

ものと

して規

則で定

めるも

の（以

下この

項にお

い て

「登録

建築物

調査機

関又は

登録住

宅性能

評価機

関に認

められ

た も

の」と

いう。）

である

場合 

登録建

築物調

査機関

又は登

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

１ 件 に

つ き ３

２,００

０円 



録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

る場合 

未満 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き ３

６,００

０円 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

２号

イ

（２

）及

びロ

（２

）に

よる

もの 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もので

ある場

合 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき４,

０ ０ ０

円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つき４,

０ ０ ０

円 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

る場合 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き １

６,００

０円 

延 べ

面 積

２ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つ き １

８,００

０円 

建築物のエネ

ルギー消費性

延 べ

面積 

１ 件 に

つき４,



能基準等を定

める省令第１

条第２号ただ

し書によるも

の 

２ ０

０ ㎡

未満 

０ ０ ０

円 

延 べ

面積 

２ ０

０ ㎡

以上 

１ 件 に

つき４,

０ ０ ０

円 

共

同

住

宅

等 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

２号

イ

（１

）及

びロ

（１

）に

よる

もの 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もので

ある場

合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

９,００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ４

２,００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

１ 件 に

つ き ７

６,００

０円 



上 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

る場合 

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ６

５,００

０円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

０９,０

００円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き １

８５,０

００円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１ 件 に

つ き ２

６５,０

００円 

建築

物の

エネ

ルギ

ー消

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 



費性

能基

準等

を定

める

省令

第１

条第

２号

イ

（２

）及

びロ

（２

）に

よる

もの 

性能評

価機関

に認め

られた

もので

ある場

合 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

９,００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ４

２,００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１ 件 に

つ き ７

６,００

０円 

登録建

築物調

査機関

又は登

録住宅

性能評

価機関

に認め

られた

もの以

外のも

のであ

延 べ

面積 

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ３

１,００

０円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

１ 件 に

つ き ５

４,００

０円 



る場合 ㎡ 未

満 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つ き ９

７,００

０円 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１ 件 に

つ き １

４７,０

００円 

建築物のエネ

ルギー消費性

能基準等を定

める省令第１

条第２号ただ

し書によるも

の 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

未満 

１ 件 に

つき９,

０ ０ ０

円 

延 べ

面 積

３ ０

０ ㎡

以 上

２,０

０ ０

㎡ 未

満 

１ 件 に

つ き １

９,００

０円 

延 べ

面 積

２,０

０ ０

㎡ 以

１ 件 に

つ き ４

２,００

０円 



上５,

０ ０

０ ㎡

未満 

延 べ

面 積

５,０

０ ０

㎡ 以

上 

１ 件 に

つ き ７

６,００

０円 

複合建築物 １ 件 に

つ き 非

住 宅 部

分 認 定

相 当 額

に 住 宅

部 分 相

当 額 を

加 算 し

た額 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２８

年４月１日から施行する。 

（行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

２ 行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２７年佐倉市条例第

４３号）の一部を次のように改正する。 

  第３条のうち、佐倉市手数料条例第６条第２項の改正規定中「１３５の項」

を「１４２の項」に改め、同条例別表第１の改正規定中「１３５」を「１３



８」に、「１３６」を「１３９」に改める。 

 


